




















別紙｢保健・福祉合同庁舎｣ 

 

保健・福祉合同庁舎 

施設維持管理業務仕様書 

 

１．貯水槽清掃・・・年１回 

対象設備 

受水槽  ＦＲＰ製 １８．０㎥ × １基 

高架水槽 ＦＲＰ製 ４．５㎥ × １基 

作業内容 

・水槽内の洗浄・消毒 

・Ｆ号ボールタップの作動テスト 

・本体の水漏れ、発錆、腐食、損傷の点検 

・付属機器の損傷の有無及び、作動点検 

・水槽廻りの簡易清掃 

 

２．電気設備保守点検 

電気設備の技術基準を維持する。 

対象設備 

受電容量 ７００ＫＶＡ 予備発電装置 １５ＫＶＡ 

業務内容 

①月次点検・・・年６回（隔月） 

・電気工作物運転中の電気設備個々の機器本体及び配線などについて、温度測定・ 

目視・触手等を原則とした五感による外観点検を行う。 

なお、漏電監視装置を設置し、点検の無い月においても、常時監視センターにて漏 

電の有無の状況監視を行う。 

②年次点検・・・保安規程に基づく周期 

・電力会社と自家用電気工作物との責任分界となる開閉器を開放して電気設備を停 

止し、目視による外観点検と、触手などの五感による観察点検及び測定器具を用 

いての絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、その他の機能試験を実施する。 

③臨時点検・・・随時 

・事故発生時の指導、事故原因調査の協力、再発防止処置の指導、電気関係報告規則 

に基づく電気事故報告書の作成指導及び手続指導。 

・事故及び異常発生時の点検対応 

・季節的条件に対処するための点検（梅雨期、雷の多発期、台風期） 

④受変電機器周辺清掃・・・年次点検実施時 

⑤工事に伴う点検・申請手続き等（別途費用） 

 

３．消防用設備点検 

業務仕様 

消防法（昭和23年法律第186号）第17条の３の３に基づき、点検及び報告を行う。 



点検の期間は、機器点検は６月に１回、総合点検は１年に１回とする(消防法施行規

則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて

行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

（平成16年消防庁告示第９号）)。 

点検の基準については、消防庁長官告示（昭和50年消防庁告示第14号）に示されて

いるとおりとする。 

点検日程の調整は、原則として点検の１か月前までに行う。 

点検時に発見した不良、異常、改善箇所等については、報告書に写真を添付のう

え、説明を行うこと。 

    契約期間中に、災害・事故又はその他の原因により消防用設備等に突発的な動作不

良が生じた場合は、昼夜を問わず、直ちに点検・調査及び試験をその都度行い、必要

に応じて応急措置を行ったうえ、修理方法の提案を委託者に行うこと。また、その都

度、調査日時や結果等を記載した「緊急時作業報告書」を提出すること。 

※消火栓ホースの耐圧試験費は別途見積り 

※連結送水管耐圧試験費は別途見積り 

※消防設備不良箇所等の改修工事については別途見積り 

 

４．エレベーター保守点検・・・年１２回（月１回） 

対象設備 

三菱製 乗用１５名乗 １，０００Ｋｇ ４５ｍ／ｍｉｎ ４停止 ×１基 

トータルビル管理システム 

業務仕様 

①三菱ニュースーパーメンテナンス契約仕様に基づくフルメンテナンス点検。 

点検詳細については別添「ＥＶ保健・福祉合同庁舎」のとおりとする。 

 

５．デマンド制御装置保守点検（中央監盤システム点検）・・・年１２回（月１回） 

業務仕様 

点検詳細については別添「ファシーマサポート内容書、仕様書」のとおりとする。 

 

６．自動ドア保守点検・・・年２回（６ヶ月ごとに１回） 

対象設備 

ナブコドア製  ＤＳ４１ ×２台 

ＤＳ２１ ×２台 

業務仕様 

①保守対象機械の範囲は次の通り。 

（1）駆動装置 （2）制御装置 （3）起動装置 （4）懸架装置 

②故障時に乙は技術員を速やかに派遣し、修理を行う。 

③定期点検時及び故障時の交換部品、分解修理は有償とする。 

④次の場合は有償となる。 

（1）甲の都合により行う工事又は改装等の為、設備の移設あるいは改修を行う時。 

（2）甲の依頼により契約対象外の機器を点検･修理･調整を実施した時。 



（3）甲又は第三者の不注意又は故意に機器を破損した時、又は機能を損ねた時の 

修理･調整。 

（4）甲以外の第三者が点検･調整･修理を行った後の修理･調整。 

⑤保守作業に必要な工具、油脂、ウエス、ビス、ボルト、ナット等は乙の負担とす 

る。 

⑥甲は管理担当を定め、常に安定した機能を発揮出来る様に心掛け、下レールの掃 

除、起動スイッチ、検知エリア、ドア開閉エリアに障害物を置かない様に注意す 

る。 

⑦修理の場合の出動費は別途協議とする。 

⑧定期点検の内容 

（1）駆動装置 

・ギヤーボックス    目視確認（異音、過熱、損傷のチェック）及び調整 

・モーター       目視確認（異音、過熱、損傷のチェック）及び調整 

・駆動、ガイドプーリー 目視確認（摩耗、損傷のチェック）及び調整 

・駆動、Ｖベルト    目視確認（摩耗、損傷のチェック）及び調整 

・クラッチ       目視確認（摩耗、損傷のチェック）及び調整 

（2）制御装置 

・本体         目視確認（損傷、異常過熱、接続コード等の損傷、 

接続コネクターのチェック） 

（3）起動、補助光電スイッチ 

・本体         目視点検（損傷のチェック）及び調整、検知エリア及 

び起動・安全信号の発信確認 

（4）扉、懸架装置 

・吊りレール      目視点検（損傷のチェック）及び取付けボルト等の増 

し締め及び調整 

・ハンガー       目視確認（損傷の有無、戸車転動面の摩耗、戸車フ 

ランジの摩耗チェック）及び転動時の円滑性の確認 

及び調整 

 

７．空調機保守点検・・・年１回 

フィルター清掃・・・年２回 

対象設備 

メーカー 品番 室内機 室外機 

日立 RAS-AP140SGR 11 5 

日立 RAS-AP160SGR 20 5 

日立 RAS-AP224SSR 42 8 

日立 RAS-AP280SGR 40 8 

日立 RAS-AP400SSR 19 3 

日立 RCB-GP45RSH8 1 1 

日立 RPK-GP45RSH6 1 1 



合計 134 31 

 

業務仕様 

①外装 

キャビネット・パネルの清掃 

吹出口、吸込口グリルの清掃 

エアーフィルターの点検清掃 

②圧縮機 

圧縮機用電動機の電流、電圧及び絶縁抵抗の測定 

異常音、振動等の有無及び程度 

冷媒漏れの有無点検 

③凝縮器 

冷媒漏れの有無点検 

フィンの汚れ点検 

④冷却器 

フィンの汚れ除去 

露付状況の点検 

冷媒漏れの有無点検 

⑤送風機 

回転方向、異音、振動の点検 

電動機の電流、電圧、絶縁抵抗 

⑥フィルター 

プレフィルター清掃 

 

８．水質検査 

業務仕様 

①簡易項目 １１項目・・・年２回 

・一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオ 

ン、有機物（全有機炭素（TOC）の量)、pH 値、味、臭気、色度、濁度 

②簡易専用水道検査・・・年１回 

・水槽周囲の状態確認、貯水槽本体の漏水・外面の発錆・腐食・損傷の点検、付 

属機器の損傷の有無及び作動点検、貯水槽清掃報告書・飲料水水質検査結果報 

告書・簡易専用水道開始届等書類検査、遊離残留塩素・色度・濁度・臭気・味 

の５項目を検査 

 

以上 


































